
朝日新聞2012年5月21日夕刊掲載「働く人の法律相談」－
有給休暇　新入社員も取れるの？－（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

6ヶ月間で8割「継続勤務」が必要
今年の大型連休は曜日の並びが良く、年次有給休暇を取って９連休を満喫した人も多かったと思います。ところで、新入社員は年休を取れ
るのでしょうか。

労働基準法では、６カ月間継続勤務し、全労働日の８割以上出勤して初めて年休が１０日与えられます。ただし、就業規則などで労働者に
有利な取り決めがあれば、そちらを優先します。

継続勤務したかどうかは、雇用契約の形式ではなく、実体的に判断されます。年休の趣旨は、労働者の心身の疲れを回復させ、引き続き質
の高い仕事ができるようにさせるためだからです。

例えば、雇用期間は１年であっても、何度も契約を更新している場合、その期間は全て継続して勤務していたことになります。

ある競馬場の労働者は、有期雇用でしたが、開催日に合わせて雇用契約を結んでいました。その勤務期間について、次のように判断された
裁判例があります。

その人は主な競馬場でレースがない７～８月に勤務がありませんでした。雇い主側は１カ月以上も勤務がないため、雇用関係は断絶してい
ると主張。しかし、その期間も他の競馬場ではレースがあり、雇われる可能性がありました。また勤務日程によっては、その人よりも年間
の勤務日数が少ない人でも「継続勤務」とされた場合があり、不公平になることなどから、実質的に勤務は継続していたとされました。

２０１０年の労基法改正で、労使協定によって５日分までは時間単位で年休を取れるようになりました。疲労回復や生活とのバランスのた
めにも、労働者の権利である年休を有効に活用したいものです。

朝日新聞2012年4月14日夕刊掲載「働く人の法律相談」－
試用期間中の遅刻で本採用拒否－（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓
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大型連休が終わり、新入社員の皆さんもいよいよ本格的に仕事に取り組み始める時期でしょう。しかし、学生時代の生活リズムが抜けず、
試用期間中に遅刻などをして、本採用されるか不安だ、という方もいるのではないでしょうか。

試用期間は、採用面接などで会社が知ることができない労働者の能力などを、いったん職務に就かせて、判断することにその趣旨や目的が
あります。そのため、試用期間満了後の解雇（本採用拒否）は、普通の解雇よりも広い範囲で認められると言われます。

しかし、試用期間とはいえ、会社と労働者との労働契約は成立しています。労働者には、本採用されることへの期待もあります。

そこで、試用期間満了後の解雇は、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められる場合にのみ許されます。その解雇理由も、
試用期間中における事情でなければなりません。採用面接での事情や、採用試験の成績などは、理由になりません。

ある裁判では、試用期間中の遅刻が他より多かったとして、労働者を解雇したことが有効かどうかが争われました。判決では、その労働者
には反省すべき点があるものの、遅刻したのは交通事情や天候の影響がある▽遅刻は最大で５分▽遅刻に対し、会社は始末書の提出はおろ
か注意さえしていない▽無断欠勤は一度もない――などを理由に解雇を無効としました。

ただし、本採用後、会社から注意や指導を繰り返し受けたにもかかわらず、相変わらず遅刻が多ければ、普通の解雇とされる可能性もあり
ます。社会人の自覚をもって、毎日を送ることが重要です。

コラム　その他
 貧困の連鎖を断ち切り、すべての人が人間らしく働き生活する権利の確立を求める決議（日弁連人権擁護大会）

梅屋庄吉（弁護士　佐渡島　啓）
弁護士　佐渡島　啓

　二十世紀においてワーテルローの戦い以来，もっとも偉大な出来事は中国革命である

　孫文の妻となった宋慶齢の言葉である。孫文が導いた辛亥革命から一〇〇年，テレビや新聞で様々特集が組まれ，ジャッキー・チェン監
督の映画も公開された
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　孫文は，革命に失敗する度に日本に亡命するなど革命の拠点を日本に置いていたが，その際に孫文を自宅等に匿った支援者の中に映画ビ
ジネスで財をなした梅屋庄吉がいる

　香港で写真館を営んでいた頃に孫文と知り合った梅屋は，「東洋の興隆」「人類の平等に就いて全く所見を同じ」（梅屋から孫文への追
悼の辞）にした孫文に多額の革命資金を援助し，孫文の同志でさえ反対した宋慶齢との結婚までお膳立てしたが，孫文の空中作戦にも大い
に貢献した。民間飛行機家の坂本寿一を孫文に紹介したのである

　坂本は八〇回の飛行中，一八回も墜落したにも関わらず，一度も負傷しなかったという不死身伝説をもつ。その坂本に孫文は，中国人に
よる飛行機隊の創設とパイロットの育成を要請し，袁世凱死亡後には混乱した北洋軍閥に威嚇飛行をさせ，孫文らと軍閥との和平調印に結
びつけた

　日本が「脱亜入欧」に流れていた時期に，梅屋はフィリピン独立運動も援助している。そのような梅屋ら孫文の想いに共感した多くの日
本人と深く交わり合った孫文が，病死する約半年前に神戸で演説して述べた次の一説は，ＴＰＰ問題などで揺れる現在の日本にも重要な示
唆を与え続けているのかもしれない

　「今後日本が世界の文化に対し，西洋覇道の犬となるか，あるいは東洋覇道の干城となるか，それは日本国民の慎重に考慮すべきことで
あります」

あきらめないで　～茶のしずく石鹸被害～（弁護士　竹内　和正）
弁護士　竹内　和正

　皆さんは「茶のしずく石鹸」をご存じでしょうか？

　「あきらめないで！」と有名女優（なぜか報道では「有名女優」とされています。大人の事情でしょうか。）が語りかけるCMで宣伝さ
れていたものです。売れに売れました。

　しかし、その石鹸を使用したことにより、小麦アレルギーを発症してしまうという被害が全国で多発しています。このアレルギー被害は、
小麦食品を食べ、運動すると、アナフィラキシーショックを起こしてしまうというもので、命に関わる危険な状態に陥ってしまうことも珍
しくありません。当然、小麦粉を使ったパンやパスタなどは食べられませんし、カレー・天ぷら・唐揚げ・ハンバーグ・そばなど、ある程
度小麦が混入している食物でも発症してしまいます。

　「パンがなければケーキを食べればいい」わけではなく、パンもケーキも食べることができないのです（彼女はいつだってまったくわかっ
ていません。）。

　僕は、茶のしずく石鹸被害対策埼玉弁護団の事務局長を務めています（大人の事情です。）。
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　現在わかっているだけで埼玉にもたくさんの被害者の方がいらっしゃいますし、まだまだ被害に苦しんでいる方もいらっしゃると思いま
す。

　食事を制限されてしまう、運動が制限されてしまうという本件の被害・損害は、きわめて大きなものです。なんとか被害救済を図りたい
と考えています。あきらめません。

福島原発事故について（弁護士　宮澤　洋夫）
弁護士　宮澤　洋夫

　東日本震災取り分け福島第一原発事故は本年最大の出来事であった。Ｍ９の地震と津波によるもので福島第一原発の事故を引起した。死
亡者１５８４０名、行方不明者３５４６名（警察庁１２月１３日調査）に上っており、地域に住宅・施設その他多大な損害を与えている。
被害は地域、住民により、自衛隊その他の国民的支援を受けて対処されてきた。

　福島原発設置に反対する住民訴訟は昭和３９年１１月に福島地裁に提訴したが、裁判所はその安全性については審理することなく、行政
庁の監理に委ねられその責任とし、住民の訴えを斥け、上級審も同様であった。

　我が国は広島、長崎の原爆投下により住民等多大の被害を受けたが、平和利用の名の下に安全性の審査を受けて商業発電を許可され、産
業のエネルギー源として全国的に原子力発電所が建設・運転されてきた。然し乍ら、原子力の安全性について研究開発を怠った無責任の付
を施設周辺の住民が負担される結果となったものである。

　福島県が要求している被害原発等すべての解体撤去には半世紀を要し、原発関連の核燃料再処理施設の廃止、再処理による生成された使
用済燃料のプルトニューム使用による高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉等関連施設の廃止、さらには核廃棄物の地中保管、投棄等の処理処分
を始め、福島原発事故後提起されている浜岡原発等の廃炉解体処分等引続き対処することが緊急課題となっている。

　当然のこと乍ら今般の原発事故に基づく住民の受けた全損害は速やかに賠償されるべきものである。今年の課題は山積している。

以上
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ご高齢の方の法律相談（弁護士　月岡　朗）
弁護士　月岡　朗

　埼玉総合法律事務所では、月曜日から土曜日まで、事務所で法律相談を行っています。

　相談内容としては、相続や借金の相談、売掛金の回収、会社の倒産、離婚、交通事故など、さまざまな相談が寄せられています。
このような事務所での法律相談ではなく，ご高齢の方や障害をお持ちの方を対象とした法律相談会が，久喜総合文化会館にて行われました。

　この法律相談会は、埼葛北地区地域自立支援協議会との名称で、市と弁護士などの協力でご高齢の方や障害をお持ちの方に安心して生活
してもらうために行われました。

　法律相談会では、ご高齢の方や障害をお持ちの方のご家族がお見えになり、ご高齢の方の介護をしているが、今後いつまで面倒を看られ
るかわからない、どうしたらいいのだろうかという相談が寄せられました。

　このような相談においては、第三者が本人の定期的な収入を把握し、その収入のなかで生活を支援する方法を検討します。具体的には、
ご高齢の方の判断能力が十分でなければ、成年後見人を選任して、ご高齢の方の財産を適切に管理することも必要になります。生活の面で
は、ご家族で介護できないようであれば、施設との間で入所契約を締結することも考えなければなりません。

　介護される人は他人でない家族ですが、介護する人にもそれぞれの生活があります。そのため、家族の介護を続けることも、介護を他人
に任せることも大変な決断ではないかと思います。

　ただ、市や弁護士も力になれるかもしれません。家族だけの辛さを地域全体で分け合うことを一緒に考えてみませんか。

２０１２年年頭にあたって（弁護士　髙木　太郎）
弁護士　髙木　太郎

　２０１１年３月１１日、東日本大震災によって、多くの人命が奪われるとともに、福島第１原発の事故により、未曾有の原発被害が発生
し、広がりました。

　震災被害に対しては、多くのボランティアが活動を行い、何かをしたいという思いが日本中に広がりました。これにより、小泉改革に代
表される冷たい自己責任論の世の中から、暖かい助け合いの世の中に変わるのではないか、と期待したこともありました。原発被害を目の
当たりにしたことにより、原発の危険性が明らかになり、原発のコストが安いわけでもないこともわかり、原発廃止への動きが始まるので
はないか、と期待したこともありました。
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　しかし、民主党政権の動きは期待とは全く逆行しています。

　復興資金が必要と言いながら、法人税減税を実施して、所得税を増税し、消費税への途も開く（消費税法案を成立させてから国民に信を
問う、などと誰が聞いてもおかしいと判る陳腐な議論をして）、農業の復興や食糧自給率のあげることをないがしろにしたままＴＰＰ推進
にひた走る、東京電力の責任を曖昧にして、原発はうやむやのまま再稼働させる。もともとこんな政府に期待してはいけなかったのでしょ
う。

　ところで、最近、銀行が金融デリバティブ商品を取引先に売りつけていたという相談を受けました。聞けば聞くほど、「え、銀行って、
そんないい加減なことしてたの？」と感じることばかり。

　私たちは仕事や日々の活動を通じて、おかしな社会を正すことに貢献して行きます。

いつかは必ず正義が勝つ（弁護士　猪股　正）
弁護士　猪股　正

　２００８年、秋葉原連続無差別殺傷事件が起きた年。全国各地で大量の派遣切りが行われた。大企業にとって、派遣など非正規労働者は
雇用の調整弁であり、景気後退局面で予定どおり切り捨てられた。その結果、仕事と住まいを同時に失い、明日生きるのも困難な人が各地
で続出した。２００９年９月、労働者派遣法の「抜本」改正を公約に掲げた新政権が誕生した。しかし、約束は違えられ、政権が変わっても
「抜本」改正は行われていない。

　２０１１年、福島第一原発が爆発し放射線で広大な地域が汚染された。多くの人の生活が根こそぎ破壊され人々の健康や命が危機に曝さ
れている。事故から１年もたたず、事故の検証さえ終わっていない。それなのに、一部原発は再稼働し、原発を推進してきた政治家も、原
子力安全委員会の長も、誰も事故の責任をとらない。さらに驚くべきことに、テレビに映る国会議員は、当然のように原発を海外へ輸出す
べきと主張し、政府も、その方針で動いている。

　人の働き方や生活より利益を追求することが大事だ。経済のため、利益獲得のためであれば、毒でも凶器でも売っていい。こんな不正義
がまかり通る国は、いくらがんばっても変わっていかないのだろうか。

　そんな思いに沈んだとき、たまたまネットで、中村和雄さん（日弁連貧困問題対策本部の仲間で２月の京都市長選に立候補予定）が信条
とする言葉を目にし、気持が前に向いた。「いつかは必ず正義が勝つ。」。２０１２年、そう信じて、一歩一歩進んで行きたいと思う。
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映画と書籍の紹介と（弁護士　伊須　慎一郎）
弁護士　伊須　慎一郎

１　「ロレンツォのオイル」－意志こそすべて
　事務所ニュースに固いことばかり書くので、伊須の原稿はつまらないという評判です。そこで、妻が見つけてきた「ロレンツォのオイル」
という映画を紹介します。１人息子が難病を患い、医者もお手上げのなか、医療の素人である銀行員夫婦が、図書館で必死に勉強をして、
医者と議論し、治療法を見つけるという実話をもとにしたものです。素人の両親がコミュニケーションが取れなくなった息子を「暗闇」か
ら助け出すために、治療法を探し出す過程は、決してあきらめない意志にまさるものはないと胸が熱くなります。おすすめです。

２　「時の行路」－不法に屈しない
　以前、事務所ニュースで、不当な派遣切りとたたかうＧさんのことを書きました。Ｇさんが主人公の「時の行路」（田島一さん著）とい
う本が新日本出版社から発行されました。「おれたちは都合のいい消耗品じゃない。泣き寝入りはしないぞ、組合をつくってたたかうんだ」
「これから歩もうとしている道も、決して望んで進んできたものでなかった。しかし、人は自らの生きる時代を選ぶことはできない。いま
という時に遭遇した行路を困難があっても、避けずに真っすぐ歩いていくしかないだろう。」

　いすゞ自動車のたたかいは、２０１２年、東京地裁で判決を迎えます。

３
　被災者が苦しんでいる中で、憲法を変えたい勢力が憲法審査会を始動させ、戦争は二度とごめんのはずの日本が武器輸出３原則を緩め、
閉そく感を打ち破るためと強い者が利益を上げる仕組みのＴＰＰに突入し、国民が貧困化するなか派遣法はたなざらしで、公務員バッシン
グ・公務の民営化で国民の目をくらませ、物言わぬ国民を作り上げる教育現場への政治介入など、私たちの生きる時代の行路には次々と難
題がやってきます。不法に屈せず、強い意志をもって、また新しい１年のたたかいが始まります。　　
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